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参考資料１ 

[組織の概要] 

(1) 本部長は理事長とする。 

(2) 同本部を司令塔として福島支援に係る施策を企画立案し、それに基づき原子力機

構の各研究部門、研究拠点を総動員して福島支援に必要な業務を推進する。 

(3) 本部に以下の３部を置く。 

① 企画調整部  

福島支援業務の企画、実施計画の策定、機構内調整、行政機関及び関連する

外部機関との交渉、調整、並びに広報に関する業務を行う。 

② 復旧支援部 

燃料や滞留水等の処理技術、遠隔操作技術など、福島原子力発電所の事態収

束に向けて必要な技術的課題事項についての技術支援を行う。 

③ 環境支援部 

福島原子力発電所周辺地域の放射線モニタリング及び測定結果のマッピング、

環境修復方法、遠隔放射線測定技術など周辺地域の環境修復に関する技術支援

を行う。 

 

 


